
避難施設の指定

○国民保護法（抄）
（避難施設の指定）

第百四十八条 都道府県知事※ は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める
基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。

２都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければな
らない。

○国民の保護に関する基本指針（閣議決定）（抄）
第４章第１節５（１） 避難施設の指定

都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、発生の可
能性のある事態を念頭に置き、市町村と連携しつつ、避難施設を指定するものとする。この場合において、以下の事
項等に留意するものとする。

○

○ 事態において避難施設に住民を可能な限り受け入れることができるよう、それぞれの施設の収容人数を把握し、
一定の地域に避難施設が偏ることのないように指定するとともに、できるだけ多くの施設の確保に努めるよう
配慮する

※第百八十四条により、指定都市にあっては市長。以下、「都道府県知事」について同。

避難所として、学校、公民館、体育館等の施設を指定するほか、長期に避
難を要する事態における応急仮設住宅等の建設用地、炊き出しや医療の提
供等の救援の実施場所、一時的に集合させる場所等の確保を目的として、
公園、広場、駐車場等の施設を指定するよう配慮する。

「避難所等」

爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点か
ら、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施
設を指定するよう配慮する。

「緊急一時避難施設」
○

→ 緊急一時避難施設の指定をより一層促進し、特に地下施設（地下街・地下駅舎等）の指定を進める
ため、令和３年度から７年度までの５年間を集中取組期間として指定を推進（令和３年５月）



施設区分
施設数

（令和６年４月１日現在）
定義等

避難施設 100,116※１
住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設

屋内避難施設 78,934※２ 避難所、緊急一時避難施設及び特定臨時避難施設

避難所 71,538
避難住民等を収容するもの
収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、
長期避難住宅の設置が可能（賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げも可能）

緊急一時避難施設 58,589
爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンク
リート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設

地下施設 3,926

特定臨時避難施設
※新設

-
武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた一
定期間避難可能で堅ろうな避難施設（先島諸島の５市町村（与那国町、竹富
町、石垣市、多良間村及び宮古島市）で整備予定）

屋外避難施設 62,056
長期に避難を要する事態における応急仮設住宅等の建設用地、炊き出しや医
療の提供等の救援の実施場所、一時的に集合させる場所等の確保を目的とし
た避難施設

※１ 屋内避難施設と屋外避難施設のいずれにも該当する施設が存在するため、これらの合計値と避難施設数は一致しない。
※２ 避難所と緊急一時避難施設のいずれにも該当する施設が存在するため、これらの合計値と屋内避難施設数は一致しない。

避難施設の指定状況
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